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 「
要
介
言
の
人
ー
文
応
し
力

 低
価
格
の
宿
泊
所
や
居
住
施
設

 の
不
足
は
深
刻
だ
」
。
台
東
、

 墨
田
区
で
介
護
な
ど
を
必
要
と

 す
る
生
活
困
窮
者
向
け
の
支
援

 活
動
を
行
っ
て
い
る
NPO法

 人
「
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
る

 さ
と
の
会
」
(台
東
区
)の
水

 田
恵
・
運
営
委
員
会
代
表
は
、

 特
別
区
に
お
け
る
現
状
を
こ
う

 指
摘
す
る
。

 同
会
は
山
谷
地
区
の
ボ
ラ
ン

 テ
ィ
ア
団
体
と
し
て
、
90年

に
 ス
タ
ー
ト
。
99年
、
NPOを

 設
立
し
た
。
当
初
は
、
路
上
生

 活
者
の
就
労
や
住
居
確
保
な
ど

 の
支
援
が
主
だ
っ
た
が
、
高
齢

 化
に
伴
い
、
要
介
護
者
へ
対
応

 し
た
宿
泊
所
や
居
住
施
設
の
運

 営
、
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

 終
の

 設
置
や
ア
イ
サ
ビ
ス
提
供
力
寄
を
め
」
(Z氏

)
 ど
、
活
動
の
幅
を
広
げ
て
き
た
。
と
実
情
を
明
か
す
。
従
来
、
退

 都
内
で
生
活
困
窮
者
向
け
の
院
後
に
居
場
所
の
な
い
高
齢
者

 宿
泊
施
設
は
、
こ
の
数
年
間
で
が
入
院
し
続
け
る
「
社
会
的
入

 増
え
た
が
、
働
け
な
い
人
や
要
院
」
が
問
題
化
し
た
が
、
近
年

 介
護
の
人
な
ど
は
対
象
外
で
、
・
は
医
療
が
必
要
な
高
齢
者
が
病

 こ
う
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
床
を
追
わ
れ
る
「
社
会
的
退
院
」

 ト
か
ら
「
漏
れ
る
」
人
も
少
な
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。

 く
な
い
。
区
市
部
の
福
祉
事
務
所
か
ら

 最
近
は
、
生
活
保
護
を
受
給
の
入
居
依
頼
が
増
え
る
傾
向
に

 し
て
い
な
い
人
か
ら
の
、
施
設
あ
り
、
19区

7市
か
ら
受
け
入

 ノ
一
晃
」
東

 簡
易
宿
泊
施
設
を
借
り
受
け
て

 設
置
。
当
初
、
自
立
援
助
ホ
ー

 ム
と
し
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

 ム
な
ど
へ
入
居
前
の
「
通
過
施

 設
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
が
、

 入
居
待
ち
の
長
期
化
な
ど
に
伴

 い
、
居
住
機
能
を
重
視
し
て
い

 る
。
食
堂
、
風
呂
、
ト
イ
レ
は

 共
同
だ
が
、
居
室
は
個
室
で
、

 介
護
資
格
者
な
ど
職
員
が
24時

 NPOが
居
住
支
援
策
を
提
起

 な
ど
の
利
用
希
望
が
増
え
て
い

 る
と
い
う
。
ま
た
、
他
施
設
か

 ら
の
入
所
紹
介
も
多
く
、
「
病
院

 か
ら
の
受
け
入
れ
が
最
多
で
、

 1超
高
齢
化
に
対
峙
す
る
23区

 　
鱈
醗
醤
麟

㊧

 れ
て
き
た
。
現
在
、
第
二
種
社

 会
福
祉
事
業
所
を
含
む
8施
設

 で
200人

超
を
受
け
入
れ
て

 い
る
が
、
待
機
者
は
100人

 を
超
え
る
。

 閣
支
援
付
き
住
宅
の
普
及
を

 ふ
る
さ
と
の
会
で
は
今
、

 「
支
援
付
き
住
宅
」
の
運
営
と

 普
及
に
力
を
注
い
で
い
る
。

 施
設
の
一
つ
、
「
ふ
る
さ
と

 間
体
制
で
見
守
る
。
地
域
の
病

 院
や
介
護
保
険
事
業
所
な
ど
と

 連
携
し
て
い
る
。

 約
80人
の
現
入
居
者
は
、
全

 員
が
生
保
受
給
者
で
、
そ
の
う

 ち
65歳

以
上
の
高
齢
者
が
7割

 近
く
を
占
め
る
。
要
介
護
認
定

 者
は
46人
で
、
認
知
症
の
既
往

 者
も
い
る
。

 5月
に
は
、
不
動
産
所
有
者

 と
大
手
住
宅
メ
ー
カ
ー
と
の
協

 働
で
、
3カ
所
目
の
「
ふ
る
さ

 と
晃
(あ
き
ら
)荘
」
を
墨
田

 区
内
に
開
設
す
る
。
老
朽
化
し

 た
ア
パ
ー
ト
を
建
て
直
し
た
も

 の
で
、
住
宅
費
は
月
額
6万
9

 800円
と
、
都
の
生
活
保
護

 の
基
準
内
だ
。

 圏
制
度
設
計
を
国
に
提
言

 現
状
で
は
、
「
支
援
付
き
住

 宅
」
を
分
類
す
る
制
度
的
な
枠

 組
み
が
な
く
、
設
立
や
運
営
に

 公
的
補
助
な
ど
は
な
い
。

 ふ
る
さ
と
の
会
は
、
今
年
2

 臨
む
高
橋
紘
士
立
教
大
教
授

 (右
端
)、
山
岡
義
典
法
政
大

 教
授
(右
か
ら
2人
目
)

 月
、
山
岡
義
典
・
法
政
大
学
教

 授
、
高
橋
紘
士
・
立
教
大
学
教
授

 ら
識
者
を
委
員
に
迎
え
た
「
支

 援
付
き
住
宅
研
究
会
」
を
立
ち

 上
げ
、
制
度
設
計
に
乗
り
出
し

 た
。
今
月
20日
、
厚
生
労
働
省

 な
ど
に
緊
急
提
言
を
行
い
、
普

 及
に
向
け
た
制
度
整
備
や
人
材

 育
成
、
財
源
確
保
の
必
要
性
を

 訴
え
た
。

 同
会
の
滝
脇
憲
理
事
は
「
既

 存
施
設
や
住
宅
な
ど
を
基
盤

 に
、
低
コ
ス
ト
で
医
療
機
関
や

 介
護
事
業
者
な
ど
を
含
む
地
域

 の
社
会
資
源
を
連
動
で
き
る
点

 が
特
徴
。
高
齢
者
の
居
住
継
続

 が
、
地
域
社
会
の
維
持
や
再
構

 築
に
も
つ
な
が
る
」
と
話
す
。

 そ
の
上
で
「
施
設
中
心
か
ら
地

 域
ケ
ア
体
制
な
ど
、
ソ
フ
ト
重

 視
の
施
策
へ
転
換
す
る
時
で
は

 な
い
か
」
と
強
調
し
て
い
る
。

賜


